
【評価実施概要】
（優れている点）

21 年 4 月 15 日 21 年 7 月 9 日 （特徴的な取組等）

【情報提供票より】

14 年 10 月 1 日 【重点項目への取組状況】
（前回の評価結果に対するその後の取組状況）

6 人 9 人 人)

（２）建物概要

～ （今回の自己評価の取組状況）

（３）利用料等 (介護保険自己負担分を除く）

円 円

円

（運営推進会議の取組状況）

円

（４）利用者の概要 （ 4 月 15 日現在） （家族との連携状況）

名 名 名

（地域との連携状況）

歳 歳 歳

（５）協力医療機関

利用者数
3

職員数 人 常勤

家　　　賃

保 証 金

　月額　33,000円

建物構造
階建ての

　下関市豊浦町大字宇賀７３７８番地１９

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク
山口県山口市吉敷下東3丁目1番1号 山口県総合保健会館内

要介護１

要介護２

9 人

評価確定日平成

　特定非営利活動法人 宅老所 あいの家

1

訪問調査日

名称及び所在地

法人名

（１）組織概要

開設年月日

平成

評価機関の

ユニット数 1 利用定員計

15

ユニット

造り 

95最高75

要支援２2 0

その他の費用

勤務の一環として、全職員が研修を受ける機会を確保し、様々な研修に参加して
復命し、共有に努めておられます。職員が自らの立場、経験、理解や実践の習熟
度に応じて、自主的に休日を利用しての研修に参加する場合にも、旅費や受講
料を事業所が負担されています。また、現場で共に考え、意見交換や助言を受け
て、働きながらのトレーニングにも取り組まれています。

外部評価の結果については、２回程度の会議を持ったり、運営推進会議の中で議題にした
りと前向きに取り組まれ、地域密着型サービスとしての理念の見直しや、重度化や終末期に
向けた指針の整備等について検討されています。

敷　　金月額 31,000 無

職員一人ひとりが自己評価し、１０日間ぐらいかけてミニカンファレンス時に意見交換をした
後に、管理者、計画作成者が取りまとめて記載されています。職員全員が評価に取り組む
ことで、ケアの振り返りや見直しの機会となっています。

平成

 無無

平均 83 最低

3

09

要介護３

自治会長、元民生委員、利用者、家族、支所福祉課課長、地域包括支援センター職員、管
理者、職員のメンバーで、2ヶ月に１回開催されています。自己評価、外部評価の報告、事
業所の状況や行事報告等の話し合いがされ、出された意見や要望を取り入れ、意見を活か
して地域との交流を深める行事等サービスに活かされています。光熱水費 13,000円　日用品費 5,000円

非常勤 (常勤換算 11

階部分

償却の有無

　　　　　　　　軽量鉄骨

評 価 結 果 概 要 表

事業所名   グループホーム あいの家

事業所番号

所在地

電話番号

利用者一人ひとりの思いを受け止め、思いに添った支援をするため、職員１５名を
確保し８通りの勤務体制で状況の変化や要望に対応出来る職員配置をされてい
ます。ちぎり絵、棒体操、洗濯物たたみ、いぎの葉団子作り、芋掘りなどの楽しみ
ごとや気晴らしの支援、初詣、土筆採り、温泉(年１回)、一歩社の夏まつり、八幡宮
の秋まつり、梨狩り、みかん狩り、花見(桜、コスモスなど)などの外出支援など、利
用者の豊かな暮らしや気分転換の機会を作る支援をされています。

　083-776-5451

【外部評価で確認されたこの事業所の特徴】

3577800398

毎月請求書と一緒に利用者の様子(介護状況、日常生活、介護計画、連絡事項)、金銭管
理状況を送付されています。外部評価の報告書、年数回発行のホーム便りも送付されてい
ます。来訪時や電話でも連絡を伝えたり、意見を聞くなど、意見や要望のでやすい雰囲気
作りに努めておられます。

月額

内訳

男性 9

要介護４

要介護５

女性

0

1

自治会に加入し、年2回の地域の清掃や防災訓練に職員が参加されています。散歩時の
挨拶や近所の方からの野菜等の持参もあります。郵便局で利用者が作ったちぎり絵を展示
してもらったり、公民館祭り、花火大会、クリスマス会、小学校の運動会に参加されていま
す。「いのこまつり」の時には子ども達が立ち寄っています。

18,000

食　　費

協力医療
機 関 名

医科

歯科

　じょうのクリニック

年齢
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宅老所　あいの家

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

1
(1)

○地域密着型サービスとしての理念
地域の中でその人らしく暮らし続けることを支えていく
サービスとして、事業所独自の理念をつくりあげてい
る。

前回の評価を受けて、地域の中でその人らしく生活することを支え
るケアについての理念を検討をして「地域で普通の生活をしていた
だきます」等の事業所独自の理念を作り上げている。

2
(2)

○理念の共有と日々の取り組み
管理者と職員は、理念を共有し、理念の実践に向け
て日々取り組んでいる。

玄関に理念を掲示し、職員の名札の裏に理念を記すと共に、月、
水、金には勤務者が朝礼で唱和する等共有に努め、理念を実践
するケアに取り組んでいます。

3
(7)

○地域とのつきあい
事業所は孤立することなく地域の一員として、自治
会、老人会、行事等、地域活動に参加し、地元の
人々と交流することに努めている。

自治会に入り、年2回の清掃や防災訓練に職員が参加し、回覧板
も廻ってきている。近隣の方が野菜や果物を届けてくれたり、「いの
こまつり」の子ども達が立ち寄ったり、御大師様のまつりの出かけた
りと地元の人々と交流している。

4
(9)

○評価の意義の理解と活用
運営者、管理者、職員は、自己評価及び外部評価を
実施する意義を理解し、評価を活かして具体的な改
善に取り組んでいる。

全職員と評価の意義について話し合い、全員で自己評価に取り組
み、意見交換後に管理者と計画作成者が取りまとめている。改善
項目についても検討を重ねて、具体的な改善に取り組み、ケアの
見直しとしている。

5
(10)

○運営推進会議を活かした取り組み
運営推進会議では、利用者やサービスの実際、評価
への取り組み状況等について報告や話し合いを行
い、そこでの意見をサービスに活かしている。

自治会長、元民生委員、利用者、家族、支所福祉課課長、地域包
括支援センター職員、管理者、職員のメンバーで2ヶ月に１回開催
し、自己評価、外部評価の報告や事業所の状況や行事報告等の
意見交換をして、そこでの意見をサービスに活かしている。

6
(11)

○市町との連携
事業所は、市町担当者と運営推進会議以外にも行き
来する機会をつくり、市町と共にサービスの質の向上
に取り組んでいる。

市役所総合支所の福祉課や地域包括支援センターとの他に介護
保険課、生活支援課と連携し、相談、情報交換をして問題解決等
に取り組んでいる。

評　価　結　果

Ⅰ．理念に基づく運営
　１．理念の共有

　２．地域との支えあい

　３．理念を実践するための制度の理解と活用

項目
○印　(取り
組みを期待
したい項目)
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宅老所　あいの家

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組みを期待
したい項目)

7
(16)

○家族等への報告
事業所での利用者の暮らしぶりや健康状態、金銭管
理、職員の異動等について、家族等に定期的及び
個々に合わせた報告をしている。

毎月の請求書と一緒に利用者の暮らしぶり(介護状況、日常生活、
介護計画、連絡事項)や金銭管理状況を送付し、外部評価の報告
書や年数回発行のホームだよりも送付している。来訪時や電話で
の連絡等で意見や要望を出しやすい雰囲気作りに努めている。

8
(18)

○運営に関する家族等意見の反映
家族等が意見、不満、苦情を管理者や職員ならびに
外部者へ表せる機会を設け、それらを運営に反映さ
せているとともに、相談や苦情を受け付ける窓口及び
職員、第三者委員や外部機関を明示し、苦情処理の
手続きを明確に定めている。

玄関に苦情相談箱を設置し、毎月送付する介護状況の中に要望
の欄を設けている。相談や苦情を受付ける窓口や職員、外部機関
を明示し、家族に説明しているが、第三者委員の選任はなく、苦情
処理の手続きも明確に定められていない。 ○

・第三者委員の選任
・苦情処理の手続きの明確化

9
(20)

○柔軟な対応に向けた勤務調整
利用者や家族の状況の変化、要望に柔軟な対応が
できるよう夜間を含め必要な時間帯に職員を確保す
るための話し合いや勤務の調整に努めている。

職員１５名を確保し８通りの勤務体制で利用者の状況変化や要望
に柔軟な対応が出来るようにしている。急病や急な休みには、管理
者やシフト外の職員で対応すると共に、利用者の状況、行事等で
は、増員をする体制となっている。

10
(21)

○職員の異動等による影響への配慮
運営者は、利用者が馴染みの管理者や職員による支
援を受けられるように、異動や離職を必要最小限に
抑える努力をし、変わる場合は利用者へのダメージを
防ぐ配慮をしている。

採用時、短期間での離職の弊害について説明している。離職が
あった時には、利用者の状況把握のために、５日～７日間の重複
勤務で、夜勤の勤務は半月間はないが、その後１～２回の重複勤
務をするなど、利用者のダメージを防ぐ配慮をしている。

11
(22)

○職員を育てる取り組み
運営者は、管理者や職員を段階に応じて育成するた
めの計画をたて、法人内外の研修を受ける機会の確
保や、働きながらトレーニングしていくことを進めてい
る。

勤務の一環として、全職員が研修を受ける機会を確保し、様々な
研修に参加して復命し、共有に努めている。自主的に休日を利用
して研修に参加する場合にも、旅費や参加費を事業所が負担して
いる。事業所独自の勉強会や日常的に学べる環境作りをしてい
る。

12
(24)

○同業者との交流を通じた向上
運営者は、管理者や職員が地域の同業者と交流する
機会を持ち、ネットワークづくりや勉強会、相互訪問
等の活動を通じて、サービスの質を向上させていく取
り組みをしている。

山口県宅老所・グループホーム連絡会に加入し、研修や交流会に
参加している。ブロック研修会や他のグループホームの見学、情報
交換には職員も参加し、その都度カンファレンス等で話し合い、
サービスの質を向上させていく取り組みをしている。

　４．理念を実践する為の体制

　５．人材の育成と支援
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宅老所　あいの家

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組みを期待
したい項目)

13
(31)

○馴染みながらのサービス利用
本人が安心し、納得した上でサービスを利用するた
めに、サービスをいきなり開始するのではなく、職員
や他の利用者、場の雰囲気に徐々に馴染めるよう家
族等と相談しながら工夫している。

利用開始前には、短期間でも見学してもらったり、時には、遊びに
来てもらったりしている。また、共用型デイサービスを利用し、馴染
みの関係を作り、サービスの利用ができるよう工夫しいている。

14
(32)

○本人と共に過ごし支えあう関係
職員は、本人を介護される一方の立場におかず、一
緒に過ごしながら喜怒哀楽を共にし、本人から学んだ
り、支えあう関係を築いている。

利用者が人生の先輩であるという考え方を職員が共有しており、子
育て、家族関係、昔の生活の知恵や技を学ぶなど、日常的に教え
てもらう場面が多い。支えたり、支えられたりと和やかに生活できる
よう場面作りや声かけをしている。

15
(38)

○思いや意向の把握
一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握に
努めている。困難な場合は、本人本位に検討してい
る。

入居前に家族や利用者から聞いた生活歴等の情報や、日常の生
活の中での利用者との何気ない会話の中から、したい事、食べた
いものを聞き、個人日誌に記載して、職員間で共有するように取り
組んでいる。

16
(41)

○チームで作る利用者本位の介護計画
本人がより良く暮らすための課題とケアのあり方につ
いて、本人、家族必要な関係者と話し合い、それぞれ
の意見やアイディアを反映した介護計画を作成して
いる。

毎日１０分～１５分のミーティングを行い、週数回のケアカンファレン
スを開き、計画作成担当者の作成した介護計画を担当職員と意見
交換して、意見やアイディアを反映した介護計画を作成している。
毎月家族へ介護計画を送付し意見をもらっている。

17
(42)

○現状に即した介護計画の見直し
介護計画の期間に応じて見直しを行なうとともに、見
直し以前に対応できない変化が生じた場合、本人、
家族、必要な関係者と話し合い、現状に即した新たな
計画を作成している。

ミーティングの中で評価し、6ヶ月ごとの見直しとなっているが、変化
が生じた場合には、必要な関係者と話し合い、現状に即した新しい
介護計画を作成している。

18
(44)

○事業所の多機能性を活かした支援
本人や家族の状況、その時々の要望に応じて、事業
所の多機能性を活かした柔軟な支援をしている。

受診、通院の送迎や付き添い、理美容院の送迎、個別の買い物支
援など、その時々の利用者の要望に応じて柔軟な支援をしてい
る。

Ⅱ．安心と信頼に向けた関係づくりと支援
　１．相談から利用に至るまでの関係づくりとその対応

　２．新たな関係づくりとこれまでの関係継続への支援

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
　１．一人ひとりの把握

　２．本人がより良く暮らし続けるための介護計画の作成と見直し

　３．多機能性を活かした柔軟な支援
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宅老所　あいの家

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組みを期待
したい項目)

19
(49)

○かかりつけ医の受診支援
本人及び家族等の希望を大切にし、納得が得られた
かかりつけ医と事業所の関係を築きながら、適切な医
療を受けられるように支援している。

一人ひとりの受診の経過や現在の受診の希望を把握している。殆
んどの利用者が協力医をかかりつけ医としている。月２回の往診や
利用者の変化や健康面で心配事があるなど、何かあれば直ぐに医
師と相談し、適切な医療の受診や必要なら入院の手配ができるな
どの適切な支援をしている。

20
(53)

○重度化や終末期に向けた方針の共有
重度化した場合や終末期のあり方について、できるだ
け早い段階から本人や家族等ならびにかかりつけ医
等と繰り返し話し合い、全員で方針を共有している。

申し出があれば、ターミナルケアもする事を契約時に口頭で伝えて
いる。実際に重度化した場合は、家族、職員で話し合い、医師と相
談して介護の方針を決め、全職員で共有している。今年度はターミ
ナルケアの勉強会を計画しており、指針やマニュアルも作成中であ
る。

21
(56)

○プライバシーの確保の徹底
一人ひとりの誇りやプライバシーを損ねるような言葉
かけや対応、記録等の個人情報の取り扱いをしてい
ない。

誘導の声かけなど、利用者を傷つけてしまわないように、さりげない
言葉かけや対応について、管理者が指導している。個人情報の取
り扱いに気をつけ、記録の保管箱は事務所に保管している。

22
(59)

○日々のその人らしい暮らし
職員側の決まりや都合を優先するのではなく、一人
ひとりのペースを大切にし、その日をどのように過ごし
たいか、希望にそって支援している。

基本的な流れはあるが、時間を区切った過し方はしていない。食
事時間、起床時間など、利用者の体調や思いを大切にして、その
人らしい生活が出来るよう支援している。

23
(61)

○食事を楽しむことのできる支援
食事が楽しみなものになるよう、一人ひとりの好みや
力を活かしながら、利用者と職員が一緒に準備や食
事、片付けをしている。

食事は三食とも事業所で調理している。ゆったりとした時間をとっ
て、同じ食事を一緒に食べながら楽しめるよう支援している。利用
者はテーブルを拭いたり、食器を下げたり、皮むきなどを職員と一
緒にしている。

24
(64)

○入浴を楽しむことができる支援
曜日や時間帯を職員の都合で決めてしまわすに、一
人ひとりの希望やタイミングに合わせて、入浴を楽し
めるように支援している。

希望すれば毎日の入浴や、午前中入浴の対応もできる。１４時～１
６時３０分と時間は決まっているが、希望の時間を聞いたり、シャ
ワー浴、足浴、清拭の対応もしている。

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援
　１．その人らしい暮らしの支援
　（１）一人ひとりの尊重

　４．本人がより良く暮らし続けるための地域資源との協働

　（２）その人らしい暮らしを続けるための基本的な生活の支援

特定非営利活動法人やまぐち介護サービス評価調査ネットワーク



宅老所　あいの家

取り組みの事実
（実施している内容・実施していない内容）

取り組みを期待したい内容
（すでに取組んでいることも含む）

項目
○印　(取り
組みを期待
したい項目)

25
(66)

○役割、楽しみごと、気晴らしの支援
張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一人ひ
とりの生活歴や力を活かした活躍できる場面づくり、
楽しみごと、気晴らしの支援をしている。

ちぎり絵、棒体操、ＤＶＤ体操、畑作り、洗濯物たたみ、モップか
け、掃除、テーブル拭き、うどん作り、盛り付けなど、一人ひとりの力
を活かした場面作り、楽しみごと、気晴らしの支援をしている。

26
(68)

○日常的な外出支援
事業所の中だけで過ごさずに、一人ひとりのその日
の希望にそって、戸外に出かけられるよう支援してい
る。

初詣、温泉(年１回)、みかん狩り、梨狩り、神社等の地域のまつり、
四季の花見(コスモス、桜など)、土筆採り、大師参り、散歩など、季
節や地域のその時の状況に応じて、一人ひとりが外出を楽しめるよ
う支援している。

27
(74)

○身体拘束をしないケアの実践
運営者及び全ての職員が、｢介護保険法指定基準に
おける禁止の対象となる具体的な行為」及び言葉や
薬による拘束(スピーチロックやドラッグロック）を正しく
理解しており、抑制や拘束のないケアに取り組んでい
る。

機会ある毎に研修し、全職員は正しく理解し、共有して、抑制や拘
束のないケアに取り組んでいる。言葉使い等は管理者、計画作成
担当者が指導している。身体拘束マニュアルを作成している。

28
(75)

○鍵をかけないケアの実践
運営者及び全ての職員が、居室や日中玄関に鍵を
かけることの弊害を理解しており、鍵をかけないケア
に取り組んでいる。

日中は玄関に鍵をかけていない。職員は見守りの方法を工夫して
鍵をかけないケアに取り組み、外出を察知したら、さりげなく一緒に
ついていくなどの支援をしている。

29
(78)

○事故防止のための取り組み
転倒、窒息、誤薬、行方不明、火災等を防ぐための
知識を学び、一人ひとりの状態に応じた事故防止に
取り組んでいる。

事故、ヒヤリはっと報告書に記録し、ミーティング時に検討して、一
人ひとりの事故原因や今後の予防対策に取り組み、家族への説明
や報告を行っている。行方不明や転倒防止のマニュアルも作成し
ている。

30
(79)

○急変や事故発生時の備え
利用者の急変や事故発生時に備え、全ての職員が
応急手当や初期対応の訓練を定期的に行っている。

緊急時対応マニュアルを作成し、連絡網を定めている。初期対応
については年数回、看護師が中心となって意識不明、のど詰まりな
どの応急処置の勉強会をしている。

31
(81)

○災害対策
火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず利用
者が避難できる方法を身につけ、日ごろより地域の
人々の協力を得られるよう働きかけている。

毎月１日を防災の日として話し合いや夜間想定のシュミレーション
をしている。年１回、消防署による防災訓練を利用者と一緒に行っ
ている。消火器の使用訓練や避難場所の確認もしている。地域の
協力体制については、運営推進会議で検討している。

　（３）その人らしい暮らしを続けるための社会的な生活の支援

　（４）安心と安全を支える支援
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32
(84)

○服薬支援
職員は、一人ひとりが使用している薬の目的や副作
用、用法や用量について理解しており、服薬の支援と
症状の変化の確認に努めているとともに、必要な情
報は医師や薬剤師にフィードバックしている。

薬の情報(目的、副作用、用法等)を個人記録等にファイルし、職員
はいつでも確認できる様にしている。服薬はその都度手渡し、確認
している。必要な情報は医師にフィードバックしている。

33
(86)

○口腔内の清潔保持
口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一人
ひとりの口腔状態や力量に応じた支援をしているとと
もに、歯ブラシや義歯などの清掃、保管について支
援している。

起床後の口腔ケア、食後口腔ケアは一人ひとり合った支援をすると
共に、歯ブラシ、義歯の清掃、消毒、保管の支援もしている。近隣
の歯科医による口腔ケアの研修、口腔ケアのマニュアル、咀嚼や
嚥下困難のマニュアルを作成し、全職員が清潔保持に努めてい
る。

34
(87)

○栄養摂取や水分確保の支援
食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通じて確
保できるよう、一人ひとりの状態や力、習慣に応じた
支援をしている。

食事、水分摂取量を記録し、把握して、一人ひとりに合わせた食事
の支援をしている。カロリーやバランスはカロリー表で確認し、バラ
ンスの良い食事の工夫をしている。とろみ、きざみ、ミキサー食、お
かゆの対応や一人ひとりの好みの把握をしている。

35
(88)

○感染症予防
感染症に対する予防や対応の取り決めがあり、実行
している(インフルエンザ、疥癬、肝炎、ＭＲＳＡ、ノロ
ウィルス等）。

ノロウイルス等のマニュアルや感染症に対する対応方法をファイル
にまとめ、何時でも見られる所に置いて職員が意識啓発をしてい
る。全員がインフルエンザの予防接種をしている。手すり等の消
毒、手洗い、うがい、ペーパータオルの使用等で予防に努めると共
に、感染症の流行時は協力医療機関のアドバイスを受けている。

36
(91)

○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間(玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴室、ト
イレ等）は、利用者にとって不快な音や光がないよう
に配慮するとともに、生活感や季節感など五感に働き
かける様々な刺激を採り入れて、居心地よく ・ 能動
的に過ごせるような工夫をしている。

共用空間は広く、明るく、眼下に見える日本海が心を和ませてくれ
る。　ご飯の炊ける匂い、皆で豆の皮をむいたり、居場所となるソ
ファや畳の間、広くて長い廊下で車椅子での対応も楽に出来る環
境であり、洗面台や玄関の季節の花、利用者作成のちぎり絵、手
作りカレンダーなどで、居心地よく過ごせる空間の工夫をされてい
る。

37
(93)

○居心地よく過ごせる居室の配慮
居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と相談しな
がら、使い慣れたものや好みのものを活かして、本人
が居心地よく過ごせるような工夫をしている。

仏壇、テレビ、ベッド、衣装ケース、時計、ポスター、座椅子等、そ
れぞれの利用者の好みや馴染みの物など持ち込まれて、その人ら
しく過せるよう工夫している。

　（５）その人らしい暮らしを続けるための健康面の支援

　２．その人らしい暮らしを支える生活環境づくり
　（１）居心地のよい環境づくり
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